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第１条（本規約） 

   本規約は、株式会社 QTnet（以下「当社」といいます。）が提供する「き

ゅうでんガス［Ｍ］おまとめサービス」（以下「本サービス」といいます。）

の利用契約（以下「本契約」といいます。）に関する各種条件について定め

るものです。 

 

第２条（利用契約の成立等） 

   当社が提供するマンション一括受電サービスである「BBIQ 電力」によ

る電気の供給および利用に関する契約（BBIQ 電力基本約款、BBIQ 電力

サービス利用規約を指し、以下、まとめて「BBIQ 電力契約」といいます。）

の契約者で、九州電力株式会社（以下「九電」といいます。）に対して、九

電のガス供給条件および使用契約条件のうち次に定める各号のいずれかに

よるガスの供給および使用に関する契約（以下「ガス契約」といいます。）

の申込みをされる方（以下「申込者」といいます。）は、九電に対するガス

契約の申込みと同時に、当社に対して、本規約が本契約の内容となること

に同意いただいた上で当社所定の書式を当社に提出する方法により、本契

約の申込みをしていただきます。 

   ①きゅうでんガス［Ｍ］ 

 ②きゅうでんガス［Ｍ］床暖房プラン 

③きゅうでんガス［Ｍ］厨房・給湯・暖房プラン 

 ２ 本契約は、九電と申込者との間のガス契約の成立と同時に、当社と申込

者（以下、本契約の契約者を「お客さま」といいます。）の間で成立するも

のとします。 

       

第３条（本サービスの内容、合算料金の請求方法） 

   本サービスは、BBIQ 電力契約に基づきお客さまが当社に対して支払う

べき料金（以下「BBIQ 電力料金」といいます。）とともに、ガス契約に基

づきお客さまが九電に対して支払うべき料金（以下「ガス料金」といいま

す。）を当社に対してお支払いいだたくことを内容とします。 

 ２ 当社は、お客さまから委託を受けて九電に対してガス料金を立替え払い

した上で、お客さまに対し、当月上旬頃までに、当月末日までに支払うべ
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き BBIQ 電力料金と、当社が前月末日までに九電に対して立替え払いをし

たガス料金の金額を合算した金額（以下「合算料金」といいます。）を請求

します。なお、請求書には、ガス料金の明細は記載しません。 

 ３ お客さまは、当社に対し、当月末日までに、合算料金をお支払いいただ

きます。 

 ４ 第１項にかかわらず、ガス契約に基づいて発生したお客さまの債務のう

ち、違約金、損害賠償金等については、当社は、九電に対して立替え払い

をしないことがあります。この場合、お客さまは、九電に対して、直接当

該債務を履行していただきます。    

 ５ 合算料金の請求内容に誤りがあった等の場合、過不足金額を、誤り等が

発覚した月の翌月以降の請求の際に精算させていただきます。ただし、ガ

ス契約の終了その他の理由により、翌月以降の請求の際の精算ができない

場合には、別途精算を行うことがあります。 

 

第４条（お客さまの同意） 

お客さまは、合算料金の請求先がお客さま以外の第三者（以下「第三者」

といいます。）となる場合には、合算料金の請求がされることとなることそ

の他本契約の内容を説明した上で本契約の申込みについて第三者の同意を

得ておくものとします（なお、当社は、お客さまが、本契約の申込みを行

ったことをもって、第三者の同意を得ていたものとみなします）。 

 

第５条（支払方法） 

   合算料金は、BBIQ 電力料金と同一の支払方法によりお支払いいただき

ます。ただし、次の各号に定めるいずれかの方法に限ります。 

①合算料金を現に指定されている利用料金引き落とし口座で支払う場合 

②合算料金を現に利用料金の引き落としとして指定しているクレジット

カードにより支払う場合 

また、合算料金の一部について、別の支払方法にて支払っていただくこ

とはできません。 

 ２ BBIQ 電力料金の支払方法を変更された場合には、合算料金の支払方法

も同様に変更されます。 
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 ３ 当社は、第１項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する

特別措置法に基づく債権回収会社（以下「債権回収会社」といいます。）が

指定した金融機関等を通じて、合算料金を支払っていただくことがありま

す。この場合、第１項にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等

に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。 

 ４ 合算料金の分割払いはお受けすることができません。 

  

第６条（延滞利息等） 

   お客さまが合算料金の支払いを遅滞した場合、当社は、お客さまに対し、

支払期限から支払済みの日まで年１０％の割合による延滞利息を請求する

ことがあります。ただし、合算料金のうち、BBIQ 電力料金の延滞利息に

ついては、BBIQ 電力契約によるものとします。 

 ２ お客さまは、お客さまが当社に支払った金額が合算料金・延滞利息等の

当社に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合、当社が適当とする

順序・方法により充当することを了承し、充当の順序・方法について何ら

の異議を申し立てないものとします。 

 

第７条（本サービスの利用料金） 

   本サービスの利用料金は、無料です。 

 

第８条（契約期間） 

   本契約の契約期間は、ガス契約の契約期間と同一とし、ガス契約が更新

された場合には本契約も自動的に更新されるものとします。 

 ２ お客さまと九電とのガス契約は、お客さまが当社と本契約を締結して本

サービスを利用されることを前提として締結されるものであり、お客さま

は、ガス契約が存続している期間中は本契約を解約することはできません。 

 ３ お客さまと九電とのガス契約が終了（消滅）した場合には、本契約もガ

ス契約の終了と同時に当然に終了します。 

 

第９条（本契約の終了の際の取り扱い） 

   本契約が終了した場合であっても、本契約の終了までに生じたガス料金
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については、当社は第３条の方法により立替え払いと合算料金の請求をす

るものとし、合算料金のすべての支払いが完了するまでは、本規約のうち

支払いに関する各条項の効力は残存するものとします。 

 

第 10 条（サービスの提供停止等） 

   合算料金の支払いを一部でも遅滞された場合、当社は、BBIQ 電力及び

その他の当社がお客さまに提供するすべてのサービスの提供停止・解約等

の措置を講じることがあります。 

 ２ 前項の場合、九電もガス契約の供給停止・解約等の措置を講じることが

あります。これらの措置を講じる場合の通知については、当社が九電に代

わって行うことがあります。  

 

第 11 条（ガス契約の廃止の申し出） 

   お客さまはガス契約の廃止を希望する場合、原則、当社に対して、廃止

の申し出をしていただきます。 

 

第 12 条（免責） 

   当社は、当社の責めに帰すべき事由によらずに発生した損害については、

お客さまに対して損害賠償の責めを負わないものとします。 

 

第 13 条（権利義務の譲渡の禁止） 

   お客さまは、本契約に関する権利・義務の全部又は一部を、第三者に譲

渡し、または担保に供することはできません。 

 

第 14 条（お客さま等に関する情報の利用） 

   当社は、当社の定めるプライバシーポリシーに従ってお客さまの個人情

報を利用します。 

 ２ 当社は、次のお客さまの個人情報を、九電に提供することがあります。 

    ① BBIQ 電力その他の当社サービスに関する利用料金の支払状況に

関する情報 

    ② BBIQ 電力契約の契約内容に関する情報 
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    ③ 合算料金の支払状況等、本サービスに関して取得した情報 

    ④ その他、前各号に準じる情報であって、本サービスに関連性を有

する情報 

   

第 15 条（BBIQ 電力料金） 

   BBIQ 電力契約・BBIQ 電力料金については、当社が別途定める「BBIQ

電力基本約款」「BBIQ 電力サービス利用規約」によるものとします。 

 

第 16 条（規約の変更） 

   当社は、予め通知又は当社ホームページに公表する等の方法により、効

力発生時期および変更内容を周知して、本規約を変更することができるも

のとします。 

 

第 17 条（本規約に定めのない事項） 

   本規約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、当社の判

断に従っていただきます。 

  

第 18 条（専属的合意管轄裁判所） 

   本契約に関する紛争については、福岡簡易裁判所または福岡地方裁判所

を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

附則 

（実施時期） 

本規約は、2019 年 3 月 15 日から実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 


